
1 

 

３都総ス 31 号 

３都多ス 17 号 

令和３年4 月 1 日 

東京都障害者総合スポーツセンター 東京都多摩障害者スポーツセンター 

オンライン事業参加規約 

１ 総則 

（１） 本規約は、東京都障害者総合スポーツセンター及び東京都多摩障害者スポーツセンター（以下、「当センタ

ー」という）が、主催するオンライン事業の参加者（以下、「参加者」という）に適用する。 

（２） 当センターは、合理的な範囲において、参加者の事前の承諾を得ることなく、随時、日程等変更することが

できる。当センターは、変更の２週間前までに当センター公式ホームページに掲示して、変更内容を参加者

に告知する。 

（３） 当センターは、参加者に対して通知をする場合、参加者が当センターに申告した電子メールアドレス宛に行

うものとし、電子メール発信時点をもって、当該通知が参加者に到達したものとみなす。電子メールアドレスに

変更等があった場合、参加者は速やかに当該変更を当センターに申告するものとし、当該変更を申告しなか

ったことにより、参加者が被った損害又は不利益について、当センターは、一切の責任を負わない。ただし、

参加者に電子メール等の環境が無い場合は、郵送又はFAXで通知する。 

 (４) 参加申込する際は、本規約を精読し、同意の上で申込むものとする。 

 

２ オンライン事業参加の決定 

（１） オンライン事業に参加する者は、当センターに対し、当センターの定める方法によりオンライン事業の申し込

みを当センターの定める期限までに当センターの指定する方法で申し込むものとする。受講の決定について

は当センターから申込者へのメールの発信をもって、オンライン事業の参加が成立するものとする。受講可否

の確認ができない場合は実施の２日前までに電話等で連絡すること。期日までに連絡が無かったことにより受

講者に不利益が生じてもセンターはその責を負わないものとする。ただし、参加者に電子メール等の環境が無

い場合は、郵送又は FAXで通知する。 

（２） 参加申込にあたり申込者に以下の事由があると判断した場合、参加申込の申請を承認しないことがあり、そ

の理由については一切の開示義務を負わないものとする。 

ア 参加申込に際して虚偽の事項を届け出た場合 

イ 本規約に違反したことがある者からの申込である場合 

ウ その他、当センターが参加対象者として相当でないと判断した場合 

（３） 参加者は、申し込むにあたり、以下の事項を遵守すること。 

ア オンライン事業受講に支障がない通信環境であることを参加者の責任において確認すること。なお、通信

料金等は参加者の負担とする。 

イ 疾病中や体調面での不安がある場合など、事業の参加に不具合または支障がある場合には、事前に主治

医に相談し、当事業への受講許可を得ること。 

ウ 受講及び受講に際し利用するウェブサービスのＩＤ及びパスワードを適切に管理すること。なお、参加者の

ＩＤ及びパスワードを用いて行われた行為は、参加者本人の行為とみなされ、参加者は、かかる行為の結果

について責任を負う。参加者は、いかなる場合にも、ユーザーＩＤ及びパスワードを第三者に譲渡または貸

与することはできい。 

当センターでは、ユーザーＩＤとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、

そのユーザーＩＤを登録している参加者自身による利用とみなす。 
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３ オンライン事業の内容の変更等 

（１） 参加者がオンライン事業を欠席又は中途退席したとしても、当センターは、それに対する補償ないし賠償は、 

欠席や退席の理由に関わらず、一切行わない。 

（２） 事業担当講師がやむを得ない事情により欠席その他指導できない状態となった場合など合理的な理由があ

る場合、当センターは、事業開始前に、当センターホームページに掲示する方法または、参加者に対して通

知することによって、事業担当講師を変更、事業の中止または開催日時の変更をすることができる。 

（３） 通信障害やサーバーの障害、戦争や内戦等国内外の政治情勢、地震や津波、強度の台風等自然災害、そ

の他やむを得ない事由により事業の提供が著しく困難な場合、当センターは、利用者に対する予告なしに事

業の全部または、一部を中止その他適当な措置をとることができる。 

 

４ 禁止行為 

（１） 参加者は、オンライン事業受講に際して、以下の行為を行ってはならない。 

ア オンライン事業を受講する権利を譲渡ないし、賃貸するなど形式を問わず他人に使用させる行為 

イ オンライン事業の内容、映像、画像、音声その他オンライン事業に関する一切の映像、画像、音声、商標、ロ

ゴマーク、文章等について、当センターに無断で、使用、複製ないし転載第三者への配布や譲渡、公開、放

送、当センター以外のサイトにアップロードする行為または、その恐れのある行為をすること。 

ウ 当センター、事業担当講師その他オンライン事業に関係する第三者の著作権、意匠権、商標権、肖像権そ

の他の知的財産権、名誉、信用、プライバシーを侵害する一切の行為 

エ 犯罪その他公序良俗に反する行為 

オ オンライン事業を営業や営利目的、その他事業の個人的修習以外の用途に利用する行為 

カ 事業担当講師や他の参加者に対し、暴言・脅迫または威圧的言動、ＳＮＳによる誹謗中傷、その他嫌がらせ

をすること、宗教・政治活動・マルチ商法への勧誘、競合サービスや企業等へ勧誘をする行為 

キ 傷病中、体調での不安がある場合など事業の参加に不具合または支障がある状態でオンライン事業を受講

する行為。ただし、医師の許可がある場合はこの限りではない。 

ク 当センターまたは、事業担当講師の合理的な指示にしたがわない行為。その他オンライン事業の進行を妨

げる一切の行為 

ケ  複数のアカウントを登録する行為、複数のデバイスで同時に受講する行為、その他オンライン事業であるこ

とを不適切に利用した受講行為 

コ オンライン事業の内容と関係のないコメントや発言、又は利用に違反する内容のコメントをチャットその他の

手段により投稿し、または発言する行為 

サ オンライン事業受講に際し利用するウェブサービスの規約に違反する行為 

シ その他、当センターが不適切と判断する行為 

（２） 当センターは、参加者が本確認事項に違反したと当センターが判断した場合、参加者に対して、事前の催

告や通知等をなんら要せず、提供中のオンライン事業及び参加者が申し込んでいる他の事業について、強制

退出・中止・中断・投稿コンテンツの削除や削除要請、利用資格の一時停止や利用の解除、その他の適当な処

分を行うことができるものとする。参加者が当センターからこれらの処分を受けた場合であっても、当センターは、

参加者に対し、一切の補償或いは賠償は行わない。 

 

５ 個人情報の保管及び利用 

（１） 当センターは、事業受講の申し込みに際して、参加者が当センターに提供した氏名や電子メールアドレス等

の個人情報、オンライン事業実施中の参加者の発言・会話、問い合わせ内容、投稿内容、参加者の肖像・容

貌や声を含む映像または画像を収集し保管するものとし、参加者はこれに同意するものとする。 

（２） 当センターは、前項の情報を下記目的のために利用するものとし、参加者はこれに予め同意するものとする。 

ア 申し込みの受付、本人確認、その他オンライン事業に関係するサービスの提供、運営及び改善の為 

イ 事業に関するご案内、お問い合わせ等への対応、当センターからのご案内・電子メールの送付、アンケ

ート等の実施の為 
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ウ より良い支援・サービス開発の為 

エ 本確認事項に違反する行為に対する対応の為 

オ 確認事項などの変更等などを通知する為 

カ 当センターの広報（当センターによる印刷物や動画、メディアなどによるものを含む）の為 

（３） 当センターが、オンライン事業の主催を目的とし，オンライン事業にかかる指導を依頼する事業担当講師に

対し、参加者の個人情報（氏名、電子メールアドレス、電話番号、体調等）を共同利用する可能性につき、参

加者は、その共同利用を予め同意するものとする。 

 

 

共同利用の個人情報取扱責任者は、以下とする。 

●東京都障害者総合スポーツセンター： 

東京都北区十条台１－２－２ 電話番号０３－３９０７－５６３１ 

●東京都多摩障害者スポーツセンター： 

東京都国立市富士見台２－１－１ 電話番号０４２－５７３－３８１１  

 

６ 免責事項 

（１） 参加者は、以下に掲げる事項に関連して生じた損害について、当センターが一切賠償責任を負わないこと

に予め同意するものとする。ただし、当センターに故意又は過失があった場合はこの限りではない。 

 

ア 参加者のアカウントへの不正アクセス、その他第三者の不正行為に起因する行為によりオンライン事業が受

講できなかった場合 

イ アカウント名やパスワードの失念・紛失、オンライン事業受講環境の不備など、参加者側の事情により受講でき

なかった場合 

ウ オンライン事業受講によって、参加者その他の第三者にケガ、病気、器物の損壊その他の損害が生じた場合 

エ 参加者と他の参加者または第三者との間のトラブルが生じた場合 

 

７ 一般条項 

（１） 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。 

（２） 本サービスに関して紛争が生じた場合には、当センターの当センター所在地を管轄する裁判所を専属的合

意管轄とする。 

 


